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諮問番号 ： 令和７年度諮問第４号（令和７年６月３０日付け） 

答申番号 ： 令和７年度答申第６号（令和８年１月１３日付け） 

 

 

答   申 

 

 

審査請求人○○が令和６年１２月２６日付けで提起した処分庁○○市福祉事務所

長による生活保護変更申請却下決定処分（令和○年○○月○○日付け○○第○○号。

以下「本件処分」という。）に係る審査請求（以下「本件審査請求」という。）につ

いて、審査庁岐阜県知事（以下「審査庁」という。）から諮問があったので、次のと

おり答申する。 

 

第１ 審査会の結論 

  本件審査請求は棄却すべきであるとする審査庁の判断は、妥当である。 

 

第２ 事案の概要 

  審査請求人は、自身が原告となっている訴訟に関して○○裁判所に出頭するため

に利用した福祉有償運送の費用について生活保護変更申請を行った。 

  当該申請を受けた処分庁は、これを却下する旨の本件処分をした。 

  本件審査請求は、審査請求人が本件処分の取消し及び乗車船券の交付（移送費の

給付）を求めて提起したものである。 

 

第３ 審査請求人の主張の要旨 

 １ 審査請求人の主張 

   審査請求人の主張は多岐にわたるが、本件処分に関しおおむね次のように述べ、

本件処分は取り消されるべきであると主張する。 

  ⑴ 令和○年○○月○○日付けの生活保護変更申請（以下「本件申請」という。）

に係る福祉有償運送の料金表を確認すると、民間のタクシー料金より廉価であ

ることは明らかであり、生活扶助、医療扶助及び介護扶助の「移送に必要な最

小限度の額」に該当する。本件処分は、「移送に必要な最小限度の額」とする

旨の規定に反し、違法である。 

  ⑵ 「介護扶助と障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
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に基づく自立支援給付との適用関係等について」（平成１９年３月２９日付け

社援保発第０３２９００４号厚生労働省社会・援護局保護課長通知。以下「適

用関係通知」という。）第２の１には、他人介護料（生活保護法による保護の

基準（昭和３８年厚生省告示第１５８号（令和７年厚生労働省告示第１３２号

による改正前のもの）。以下「保護基準」という。）別表第１第２章２⑸の規

定により介護人を付けるための費用として算定される障害者加算をいう。以下

同じ。）の算定について、「在宅の被保護者が、介護保険給付、介護扶助及び

介護給付費等によるサービスを利用可能限度まで利用し、それでもなお、介護

需要が満たされない場合において、家族以外の者から介護を受けることを支援

するために行うもの」と規定されており、審査請求人は介護給付費等を限度額

まで利用しているから、他人介護料を算定する要件を満たしている。 

  ⑶ 処分庁が本件処分をするに当たり、生活保護の趣旨及び目的に従って「生活

保護法による保護の実施要領の取扱いについて」（昭和３８年４月１日付け社

保第３４号厚生省社会局保護課長通知。以下「課長通知」という。）第３の問

１２の問答を解釈適用し、身体障害者である審査請求人が自動車を利用しなけ

れば日常生活を円滑に営むことが困難であるかどうかについて十分に検討すべ

き職務上の注意義務を尽くしていれば、審査請求人が自動車を利用しなければ

日常生活を円滑に営むことが困難であることを認識することが可能であった。 

  ⑷ 処分庁は、高齢者インフルエンザ定期予防接種及び接種券交付手続に係る移

送費、参議院議員通常選挙の投票に係る移送費、マイナンバーカード受取に係

る移送費、介護サービス担当者会議への出席に係る移送費、○○月分通院及び

新型コロナウイルスワクチン○○回目接種に係る移送費、○○市議会議員選挙

期日前投票に係る移送費等を支給している。 

  ⑸ 「平成２０年４月以降における通院等介助の取扱いについて」（平成２０年

４月２５日付け障障発第０４２５００１号厚生労働省社会・援護局障害保健福

祉部障害福祉課長通知。以下「通院等介助通知」という。）は「「通院介助」

を「通院等介助」として居宅介護における通院介助の対象範囲を官公署まで拡

大したところである」とし、通院等の範囲のひとつとして、「官公署（国、都

道府県及び市町村の機関、外国公館（外国の大使館、公使館、領事館その他こ

れに準ずる施設をいう。）並びに指定地域移行支援事業所、指定地域定着支援

事業所、指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所。以下同じ。）

に公的手続又は障害福祉サービスの利用に係る相談のために訪れる場合」を掲

げている。 
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  ⑹ 処分庁が行った保護（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号。以下「法」

という。）第２条に規定する保護をいう。以下同じ。）の開始決定の手続は、

平成○○年○○月○○日に発生した交通事故（以下「本件交通事故」という。）

の加害者に対する審査請求人の損害賠償請求権を代位取得せずにされたもので

あり、憲法第１４条並びに法の趣旨及び目的に反し、重大かつ明白な違法があ

る。本件処分は、その違法を承継している。 

    また、令和○年○○月○○日に処分庁がした生活保護変更申請却下決定処分

は、信義則違反及び公序良俗違反に該当し、理由の付記に不備があり、違法で

ある。本件処分は、その違法を承継している。 

  ⑺ 本件処分に係る保護決定通知書に記載された理由だけでは、事実関係やどの

ような基準を適用して処分を行ったかを全く記載しておらず、法の趣旨を満た

す処分理由を審査請求人が知ることができたとは考えられず、憲法第３１条が

保障する行政事件を含めた全ての事件について裁判を受ける権利に反し、違憲

及び違法があり、本件処分における理由付記の不備の瑕疵は治癒されない。 

 ２ なお、審査請求人は、上記１のほか、①○○市長による個人情報の不開示決定

の違法（不作為の違法）、②審査請求人は平成○○年○○月○○日から○○市民

であること、③本件交通事故の加害者に対して審査請求人が有する損害賠償請求

権を○○市あるいは処分庁が代位取得しなかったことの違法、④本件交通事故の

加害者に対する審査請求人の損害賠償請求権を同市あるいは処分庁が剥奪するこ

とに加担したというべき状況を作出して法の下の平等（憲法第１４条）に反する

差別的取扱いをしたこと、⑤平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○

日までの間において同市長が審査請求人に国民健康保険料の賦課決定を行わなか

ったことの違法、⑥同市長がした平成○○年○○月○○日付け「個人情報訂正等

決定通知書」の処分は、選挙権の行使の制限という法的効果をもたらす行政処分

に当たること、⑦審査請求人の「本人確認情報」を同市長が令和○年○○月○○

日まで岐阜県知事に電気通信回線を通じて送信しなかったことの違法、⑧法第７

８条の規定による費用徴収決定処分に係る審査請求について同市長が行った裁決

の誤り、⑨当該費用徴収決定処分に係る再審査請求について同県知事が行った裁

決の違法、⑩自動車事故による損害賠償金に係る資力発生日、⑪審査請求人と同

市との間の損害賠償請求訴訟において同市が裁判所を欺罔し誤った判決を出させ

たことが不法行為や注意義務違反に該当すること等を主張している。 

 

第４ 審理員意見書の要旨 
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  審理員意見書には、本件処分に違法又は不当な点はなく、本件審査請求には理由

がないから、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第４５条第２項の規定

により、本件審査請求は棄却されるべきである旨記載されており、その理由はお

おむね次のとおりである。 

  審査請求人が、自身が原告となっている○○裁判所令和○年（○○）第○○号事

件（以下「本件訴訟」という。）の口頭弁論に出頭するために要した費用は、最

低限度の生活を保障する保護の対象となるものではない。 

  また、審査請求人が本件訴訟の口頭弁論のために○○裁判所に出頭したことは、

「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和３８年４月１日付け社発第

２４６号厚生省社会局長通知。以下「局長通知」という。）第７の２⑺ア(ｱ)から

(ﾀ)までのいずれにも該当しないほか、法第１５条第６号に規定する医療扶助に係

る移送又は法第１５条の２第１項第９号に規定する介護扶助に係る移送のいずれ

にも該当しない。 

  したがって、審査請求人が原告となっている本件訴訟の口頭弁論への出頭に要し

た福祉有償運送の費用を求める本件申請について、処分庁がこれを却下する旨の

本件処分を行ったことに違法又は不当な点はない。 

 

第５ 審査庁の説明の要旨 

  当審査会に対する審査庁の説明の要旨は、おおむね次のとおりである。 

 １ 審理員による審理手続は、適正であったこと。 

 ２ 審理員による事実認定及び法令解釈は、妥当であると考えられること。 

 ３ よって、審理員の判断と同様、本件審査請求は棄却するのが相当であること。 

 

第６ 調査審議の経過 

  当審査会は、本件諮問について、以下のように審議した。 

 

第７ 審査会の判断の理由 

  当審査会は、審理員意見書及び事件記録に基づき本件審査請求について検討した

結果、次のとおり判断する。 

年 月 日 審 議 経 過 

令和７年 ６月３０日 

令和７年１１月２０日 

諮問 

審議（第３０回第１部会） 
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１ 法の規定等 

 ⑴ 法 

   ア 法第１条は、この法律の目的について、次のとおり規定している。 

     「第１条 この法律は、日本国憲法第２５条に規定する理念に基き、国が

生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要

な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立

を助長することを目的とする。                」 

   イ 法第３条は、最低生活について、次のとおり規定している。 

     「第３条 この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な

生活水準を維持することができるものでなければならない。   」 

   ウ 法第４条は、保護の補足性について、次のとおり規定している。 

     「第４条 略 

      ２ 民法（明治２９年法律第８９号）に定める扶養義務者の扶養及び他

の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行わ

れるものとする。 

      ３ 略                             」 

   エ 法第７条は、申請保護の原則について、次のとおり規定している。 

     「第７条 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の

申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況

にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことがで

きる。                           」 

   オ 法第８条は、基準及び程度の原則について、次のとおり規定している。 

     「第８条 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の

需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことので

きない不足分を補う程度において行うものとする。 

      ２ 略                             」 

   カ 法第１１条は、種類について、次のとおり規定している。 

     「第１１条 保護の種類は、次のとおりとする。 

       一 生活扶助 

       二 教育扶助 

       三 住宅扶助 

       四 医療扶助 

       五 介護扶助 
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       六 出産扶助 

       七 生業扶助 

       八 葬祭扶助 

      ２ 略                             」 

   キ 法第１２条は、生活扶助について、次のとおり規定している。 

     「第１２条 生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することので

きない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 

       一 略 

       二 移送                           」 

   ク 法第１５条は、医療扶助について、次のとおり規定している。 

     「第１５条 医療扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することので

きない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 

       一から五まで 略 

       六 移送                           」 

   ケ 法第１５条の２は、介護扶助について、次のとおり規定している。 

     「第１５条の２ 介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持すること

のできない要介護者（介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７

条第３項に規定する要介護者をいう。第３項において同じ。）に対し

て、第１号から第４号まで及び第９号に掲げる事項の範囲内におい

て行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要

支援者（同条第４項に規定する要支援者をいう。以下この項及び第

６項において同じ。）に対して、第５号から第９号までに掲げる事項

の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持するこ

とのできない居宅要支援被保険者等（同法第１１５条の４５第１項

第１号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。）に相当する者（要

支援者を除く。）に対して、第８号及び第９号に掲げる事項の範囲内

において行われる。 

       一から八まで 略 

       九 移送 

      ２から７まで 略                        」 

   コ 法第２４条は、申請による保護の開始及び変更について、次のとおり規定

している。 

     「第２４条 保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で定めるところに
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より、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出し

なければならない。ただし、当該申請書を作成することができない

特別の事情があるときは、この限りでない。 

       一から五まで 略 

      ２ 略 

      ３ 保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、

種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これ

を通知しなければならない。 

      ４ 前項の書面には、決定の理由を付さなければならない。 

      ５から８まで 略 

      ９ 第１項から第７項までの規定は、第７条に規定する者からの保護の

変更の申請について準用する。 

      １０ 略                            」 

  ⑵ 保護基準 

   ア 保護基準別表第１第２章２は、障害者加算について、次のとおり定めてい

る。なお、保護基準は、法第８条第１項に規定する「厚生労働大臣の定め

る基準」である。 

     「２ 障害者加算 

       ⑴ 略 

       ⑵ 障害者加算は、次に掲げる者について行う。 

        ア 身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別

表第５号の身体障害者障害程度等級表（以下「障害等級表」とい

う。）の１級若しくは２級又は国民年金法施行令（昭和３４年政

令第１８４号）別表に定める１級のいずれかに該当する障害のあ

る者（症状が固定している者及び症状が固定してはいないが障害

の原因となつた傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受

けた後１年６月を経過した者に限る。） 

        イ 障害等級表の３級又は国民年金法施行令別表に定める２級のい

ずれかに該当する障害のある者（症状が固定している者及び症状

が固定してはいないが障害の原因となつた傷病について初めて医

師又は歯科医師の診療を受けた後１年６月を経過した者に限

る。）。ただし、アに該当する者を除く。 

       ⑶及び⑷ 略 
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」 

」 

       ⑸ 介護人をつけるための費用を要する場合においては、別に、７１， 

２００円の範囲内において必要な額を算定するものとする。   」 

   イ 保護基準別表第１第３章３は、移送費について、次のとおり定めている。 

     「３ 移送費 

        移送費の額は、移送に必要な最小限度の額とする。       」 

   ウ 保護基準別表第４は、医療扶助基準について、次のとおり定めている。 

     「別表第４ 医療扶助基準 

１から３まで 略 略 

４ 移送費 移送に必要な最小限度の額 

   エ 保護基準別表第５は、介護扶助基準について、次のとおり定めている。 

     「別表第５ 介護扶助基準 

１ 略 略 

２ 移送費 移送に必要な最小限度の額 

  ⑶ 局長通知 

   ア 局長通知第６は、他法他施策の活用について、次のとおり定めている。な

お、局長通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の９

第３項に規定する「第１号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準」

である。 

     「第６ 他法他施策の活用 

        次に掲げるものは、特にその活用を図ること。また、活用を図るべ

きものはこれらに限られるものではないので、これら以外のものの

活用についても、留意すること。 

       １から３まで 略 

       ４ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 

       ５から４０まで 略                      」 

   イ 局長通知第７の２⑺は、移送費について、次のとおり定めている。 

     「⑺ 移送費 

       ア 移送は、次のいずれかに該当する場合において、他に経費を支出

する方法がないときに乗車船券を交付する等なるべく現物給付の方

法によって行なうこととし、移送費の範囲は、(ｹ)又は(ｻ)において

別に定めるもののほか、必要最小限度の交通費、宿泊料及び飲食物

費の額とすること。この場合、(ｱ)若しくは(ｲ)に該当する場合であ

って実施機関の委託により使役する者があるとき、(ｳ)、(ｵ)、(ｺ)
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若しくは(ｼ)に該当する場合であって付添者を必要とするとき又は

(ｴ)に該当する場合の被扶養者にあっては、その者に要する交通費、

宿泊料及び飲食物費並びに日当（実施機関の委託により使役する者

について必要がある場合に限る。）についても同様の取扱いとする

こと。 

        (ｱ) 生計の途がなく、かつ、一定の住居を持たない者で、野外にお

いて生活している者、外国からの帰還者等やむを得ない状態にあ

ると認められる要保護者を扶養義務者その他の確実な引取り先に

移送する必要があると認められる場合 

        (ｲ) 要保護者を保護の必要上遠隔地の保護施設等へ移送する場合 

        (ｳ) 被保護者が実施機関の指示又は指導をうけて他法による給付の

手続、施設入所手続、就職手続及び検診等のため当該施設等へ出

向いた場合 

        (ｴ) 被保護者が実施機関の指示又は指導をうけてその者の属する世

帯の世帯員として認定すべき被扶養者を引取りに行く場合 

        (ｵ) 被保護者が障害者支援施設、公共職業能力開発施設等に入所し

若しくはこれらの施設から退所する場合又はこれらの施設に通所

する場合であって、身体的条件、地理的条件又は交通事情により、

交通費を伴う方法以外には通所する方法が全くないか又はきわめ

て困難である場合 

        (ｶ) (ｵ)に掲げる施設等に入所している被保護者が当該施設の長の

指導により出身世帯に一時帰省する場合又はこれらの施設に入所

している者の出身世帯員（被保護世帯に限る。）がやむを得ない

事情のため当該施設の長の要請により当該施設へ行く場合 

        (ｷ) 被保護者が実施機関の指示又は指導をうけて求職又は施設利用

のため熱心かつ誠実に努力した場合 

        (ｸ) 被保護世帯員のいずれかが入院したため当該患者の移送以外に

実施機関が認める最小限度の連絡を要する場合 

        (ｹ) 被保護者（その委託による代理人を含む。）が、当該被保護者

の配偶者、３親等以内の血族若しくは２親等以内の姻族であって

他に引取人のない遺体、遺骨を引取りに行く場合又はそれらの者

の遺骨を納めに行く場合で実施機関がやむを得ないと認めたとき。 

          この場合、遺体の運搬費を要するときは、その実費を認定して
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差しつかえない。 

        (ｺ) 被保護者が、配偶者、３親等以内の血族若しくは２親等以内の

姻族が危篤に陥っているためそのもとへ行く場合又はそれらの者

の葬儀に参加する場合で実施機関がやむを得ないと認めたとき。 

        (ｻ) 被保護者が転居する場合又は住居を失なった被保護者が家財道

具を他に保管する場合及びその家財道具を引き取る場合で、真に

やむを得ないとき。この場合、荷造費及び運搬費を要するときは、

実施機関が事前に承認した必要最小限度の額を認定して差しつか

えない。 

        (ｼ) 被保護者が出産又は妊婦健診（妊婦に対する健康診査について

の望ましい基準（平成２７年３月３１日厚生労働省告示第２２６

号）に基づき公費負担の限度となっている回数に限る）のため病

院、助産所等へ入院、入所し、又は退院、退所、通院又は通所す

る場合 

        (ｽ) 刑務所、少年院等に入所している者の出身世帯員（被保護世帯

に限る。）がやむを得ない事情のため当該施設の長の要請により

当該施設へ行く場合 

        (ｾ) アルコールやその他薬物などの依存症若しくはその既往のある

者又はその同一世帯員が、病状改善や社会復帰の促進を図ること

を目的とする事業や団体の活動を継続的に活用する場合若しくは

当該事業や団体の実施する２泊３日以内の宿泊研修（原則として

当該都道府県内に限る。）に参加する場合又は精神保健福祉セン

ター、保健所等において精神保健福祉業務として行われる社会復

帰相談指導事業等の対象者若しくはその同一世帯員が、その事業

を継続的に活用する場合であって、それがその世帯の自立のため

必要かつ有効であると認められるとき。 

        (ｿ) 被保護者が子の養育費の支払いを求める調停又は審判のため家

庭裁判所に出頭する場合 

        (ﾀ) 被保護者が実施機関の被保護者健康管理支援事業に基づく受診

勧奨による、健診（例えば、健康増進法に基づく健康診査）又は

保健指導のため通院又は通所する場合 

       イ 略                            」 

  ⑷ 「生活保護法による医療扶助運営要領について」（昭和３６年９月３０日社
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発第７２７号厚生省社会局長通知。以下「医療扶助通知」という。） 

    医療扶助通知第３の９⑵は、給付の範囲について、次のとおり定めている。

なお、医療扶助通知は、地方自治法第２４５条の９第３項に規定する「第１号

法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準」である。 

    「９ 移送の給付 

      ⑴ 略 

      ⑵ 給付の範囲 

        アからクまでに掲げる場合において給付を行う。 

        受診する医療機関については、原則として要保護者の居住地等に比

較的近距離に所在する医療機関に限るものであること。 

        ただし、傷病等の状態により、要保護者の居住地等に比較的近距離

に所在する医療機関での対応が困難な場合は、専門的治療の必要性、

治療実績、患者である被保護者と主治医との信頼関係、同一の病態

にある当該地域の他の患者の受診行動等を総合的に勘案し、適切な

医療機関への受診が認められる。 

       ア 医療機関に電車・バス等により受診する場合で、当該受診に係る

交通費が必要な場合 

       イ 被保護者の傷病、障害等の状態により、電車・バス等の利用が著

しく困難な者が医療機関に受診する際の交通費が必要な場合 

       ウ 検診命令により検診を受ける際に交通費が必要となる場合 

       エ 医師の往診等に係る交通費又は燃料費が必要となる場合 

       オ 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に搬送される場合 

       カ 離島等で疾病にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、か

つ、傷病が発生した場所の付近の医療機関では必要な医療が不可能

であるか又は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられ

る最寄りの医療機関に移送を行う場合 

       キ 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の

設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院する

場合 

       ク 医療の給付対象として認められている移植手術を行うために、臓

器等の摘出を行う医師等の派遣及び摘出臓器等の搬送に交通費又は

搬送代が必要な場合（ただし、国内搬送に限る。） 

        なお、福祉事務所において審査の結果、なお疑義がある場合及び上
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記の範囲で対応が困難な場合については、都道府県本庁に技術的助

言を求めた上で、移送の給付が真に必要であると認められる場合に

は、給付を認めて差し支えないこと。 

      ⑶及び⑷ 略                          」 

  ⑸ 「生活保護法による介護扶助の運営要領について」（平成１２年３月３１日

社援第８２５号厚生省社会・援護局長通知。以下「介護扶助通知」という。） 

    介護扶助通知第５の６は、移送について、次のとおり定めている。なお、介

護扶助通知は、地方自治法第２４５条の９第３項に規定する「第１号法定受託

事務を処理するに当たりよるべき基準」である。 

    「６ 移送 

       移送費の支給は、次のいずれかに該当する場合に行うものとし、その

費用は最小限度の実費とすること。なお、エについては、なるべく現物

給付の方法によって行うこと。 

       ア 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、

通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、定期巡回・随

時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、

認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機

能型居宅介護、介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予

防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所介護、

介護予防通所リハビリテーション、介護予防福祉用具貸与、介護予

防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、第１

号訪問事業及び第１号通所事業の利用に伴う交通費又は送迎費（要

保護者の居宅が当該事業所の通常の事業の実施地域以外である事業

者により行われる場合であって、近隣に適当な事業者がない等真に

やむを得ないと認められる場合に限る。） 

       イ 短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護予防短期入所生活介

護及び介護予防短期入所療養介護の利用に伴う送迎費 

       ウ 居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導のための交通費 

       エ 介護施設へ入所、退所に伴う移送のための交通費       」 

  ⑹ 課長通知第３は、資産の活用について、次のとおり定めている。 

    「第３ 資産の活用 

      問１から問１１まで 略 

      問１２ 次のいずれかに該当する場合は自動車の保有を認めてよいか。 



 

- 13 - 

       １ 障害者（児）が通院、通所及び通学（以下「通院等」という。）

のために自動車を必要とする場合 

       ２ 公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者が通院等の

ために自動車を必要とする場合 

      答 次のいずれかに該当し、かつ、その保有が社会的に適当と認められ

るときは、次官通知第３の５にいう「社会通念上処分させることを

適当としないもの」としてその保有を認めて差しつかえない。 

       １ 障害（児）者が通院等のために自動車を必要とする場合であって、

次のいずれにも該当する場合 

        ⑴ 障害（児）者の通院等のために定期的に自動車が利用されるこ

とが明らかな場合であること。 

        ⑵ 当該者の障害の状況により利用し得る公共交通機関が全くない

か又は公共交通機関を利用することが著しく困難であって、他法

他施策による送迎サービス、扶養義務者等による送迎、医療機関

等の行う送迎サービス等の活用が困難であり、また、タクシーで

の移送に比べ自動車での通院が、地域の実態に照らし、社会通念

上妥当であると判断される等、自動車により通院等を行うことが

真にやむを得ない状況であることが明らかに認められること。 

        ⑶ 自動車の処分価値が小さく、又は構造上身体障害者用に改造し

てあるものであって、通院等に必要最小限のもの（排気量がおお

むね２０００ｃｃ以下）であること。 

        ⑷ 自動車の維持に要する費用（ガソリン代を除く。）が他からの

援助（維持費に充てることを特定したものに限る。）、他施策の

活用等により、確実にまかなわれる見通しがあること。 

        ⑸ 障害者自身が運転する場合又は専ら障害（児）者の通院等のた

めに生計同一者若しくは常時介護者が運転する場合であること。 

         なお、以上のいずれかの要件に該当しない場合であっても、その

保有を認めることが真に必要であるとする特段の事情があるときは、

その保有の容認につき厚生労働大臣に情報提供すること。 

       ２ 公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者が通院等の

ために自動車を必要とする場合であって、次のいずれにも該当する

場合 

        ⑴ 当該者の通院等のために定期的に自動車が利用されることが明
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らかな場合であること。 

        ⑵ 他法他施策による送迎サービス、扶養義務者等による送迎、医

療機関等の行う送迎サービス等の活用が困難であり、また、タク

シーでの移送に比べ自動車での通院が、地域の実態に照らし、社

会通念上妥当であると判断される等、自動車により通院等を行う

ことが真にやむを得ない状況であることが明らかに認められるこ

と。 

        ⑶ 自動車の処分価値が小さく、通院等に必要最小限のもの（排気

量がおおむね２０００ｃｃ以下）であること。 

        ⑷ 自動車の維持に要する費用（ガソリン代を除く。）が他からの

援助（維持費に充てることを特定したものに限る。）等により、

確実に賄われる見通しがあること。 

        ⑸ 当該者自身が運転する場合又は専ら当該者の通院等のために生

計同一者若しくは常時介護者が運転する場合であること。 

      問１３から問２３まで 略                    」 

  ⑺ 適用関係通知 

    適用関係通知第２は、他人介護料の算定の考え方について、次のとおり定め

ている。なお、適用関係通知は、介護扶助と障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「障害者総合

支援法」という。）に基づく自立支援給付との適用関係及び他人介護料の取扱

いについて整理された通知であり、地方自治法第２４５条の９第３項に規定す

る「第１号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準」である。 

    「第２ 他人介護料の算定の考え方について 

      １ 基本的取扱い 

        他人介護料の算定は、在宅の被保護者が、介護保険給付、介護扶助

及び介護給付費等によるサービスを利用可能限度まで利用し、それ

でもなお、介護需要が満たされない場合において、家族以外の者か

ら介護を受けることを支援するために行うものであること。 

        そのため、次のいずれかに該当する場合には、他人介護料を算定し

てはならないこと。 

       ⑴ 要介護認定、障害程度区分の認定を受けていない場合 

       ⑵ 上記の認定は受けているが、介護保険給付、介護扶助、介護給付

費等により活用可能なサービスを最大限利用していない場合 
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      ２ 略                             」 

  ⑻ 障害者総合支援法 

    障害者総合支援法第１条は、目的について、次のとおり規定している。 

    「第１条 この法律は、障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）の基本的

な理念にのっとり、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）、

知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）、精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）、児童福祉法（昭和

２２年法律第１６４号）その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と

相まって、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳

にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障

害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に

行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有

無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことの

できる地域社会の実現に寄与することを目的とする。        」 

  ⑼ 通院等介助通知 

    通院等介助通知は、平成２０年４月以降における通院等介助の取扱いについ

て、次のとおり定めている。 

    「 「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害

福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」（平成１８年厚生労

働省告示第５２３号。平成２５年４月から障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準

該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準）の一部が改

正され、「通院介助」を「通院等介助」として居宅介護における通院介助

の対象範囲を官公署まで拡大したところである。 

      また、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該

当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う

実施上の留意事項について」（平成１８年１０月３１日付障発第１０３１

００１号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。平成２５年４月

から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基

づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用

の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」）に

ついても同様の改正を行ったところであるが、官公署の具体的範囲並びに

その具体的な取扱いは下記のとおりであり、平成２０年４月１日より適用
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することとしたので、御了知の上、貴管内市町村、関係機関等に周知徹底

を図られたい。 

      なお、本通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の

４第１項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。 

記 

     １ 略 

     ２ 通院等の範囲について 

       「通院等」の範囲（以下「移動先」という。）については、以下の⑴

から⑶に掲げるものであること。 

      ⑴ 略 

      ⑵ 官公署（国、都道府県及び市町村の機関、外国公館（外国の大使館、

公使館、領事館その他これに準ずる施設をいう。）並びに指定地域

移行支援事業所、指定地域定着支援事業所、指定特定相談支援事業

所及び指定障害児相談支援事業所。以下同じ。）に公的手続又は障

害福祉サービスの利用に係る相談のために訪れる場合 

      ⑶ 略 

     ３ 略 

     別紙１から５まで 略                       」 

  ⑽ 行政手続法 

    行政手続法第８条は、理由の提示について、次のとおり規定している。 

    「第８条 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする

場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならな

い。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準

が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であ

って、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類

その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったと

きにこれを示せば足りる。 

     ２ 略                              」 

 ２ 本件処分について 

  ⑴ 本件処分について 

   ア 審査請求人は、自身が原告となっている本件訴訟の口頭弁論に出頭するた

め裁判所に行った際の費用を申請したのであるところ、処分庁が審査請求

人に対し、本件訴訟のために○○裁判所に出頭するよう指示又は指導をし
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た事実は認められない。さらに、処分庁が審査請求人に対し、本件訴訟を

提起するよう指示又は指導をした事実も認められない。 

     よって、審査請求人が本件訴訟の口頭弁論のために○○裁判所に出頭した

ことは、局長通知第７の２⑺ア(ｳ)の「被保護者が実施機関の指示又は指導

をうけて他法による給付の手続、施設入所手続、就職手続及び検診等のた

め当該施設等へ出向いた場合」に当たらない。このほか、局長通知第７の

２⑺ア(ｱ)、(ｲ)及び(ｴ)から(ﾀ)までのいずれにも該当しないことは明らか

である。 

   イ なお、審査請求人が本件訴訟の口頭弁論のために○○裁判所に出頭したこ

とが法第１５条第６号に規定する医療扶助に係る移送又は法第１５条の２

第１項第９号に規定する介護扶助に係る移送のいずれにも該当しないこと

も明らかである。 

   ウ したがって、審査請求人が原告となっている本件訴訟の口頭弁論への出頭

に要した福祉有償運送の費用を求める本件申請について、処分庁がこれを

却下する旨の本件処分を行ったことに違法又は不当な点はない。 

  ⑵ 審査請求人の主張について 

   ア 上記第３の１⑴の主張について 

     審査請求人は、本件申請に係る福祉有償運送に要した費用は民間のタクシ

ー料金より廉価であり、生活扶助、医療扶助及び介護扶助の「移送に必要

な最小限度の額」に該当する旨主張する。 

     この点、生活扶助の移送費は局長通知第７の２⑺ア(ｱ)から(ﾀ)までに、医

療扶助の移送費は医療扶助通知第３の９⑵アからクまでに、介護扶助の移

送費は介護扶助通知第５の６アからエまでにそれぞれ該当する場合に支給

するものであるところ、審査請求人が処分庁の指示又は指導によらず、本

件訴訟の口頭弁論への出頭に要した福祉有償運送の費用は、これらのいず

れにも該当しないことは明らかである（上記第７の２⑴ア及びイ）。 

     よって、審査請求人の主張には理由がない。 

   イ 上記第３の１⑵の主張について 

     審査請求人は、介護給付費等を限度額まで利用しているから、他人介護料

を算定する要件を満たしている旨主張する。 

     この点、障害者加算のひとつである他人介護料は、「障害者加算の支給対

象に該当する者であって、その障害のため日常起居動作に著しい障害があ

ることから他人の介護を必要とする者で現実に他人の介護を受けている場



 

- 18 - 

合に支給するもの」（平成２３年５月２４日第２回社会保障審議会生活保

護基準部会の資料３「生活保護基準の体系等について」（厚生労働省社

会・援護局保護課）（https://www.mhlw.go.jp/content/12002000/0013401 

93.pdf））とされている。 

     本件申請に係る福祉有償運送の利用案内をみると、福祉有償運送の利用料

は、運送料金が１㎞につき１５０円、回送料金（お迎え料金）が１回につ

き１５０円とされているほか、「福祉有償運送サービスは、基本的に運送

のみです。乗降時の介助はできますが、その後の付き添いや介助は、生活

支援とし、別に１０分につき１５０円の料金がかかります。」と記載され

ている。 

     そして、本件申請に係る生活保護開始（変更）申請書に添付されていた領

収証には、「○○からの呼び出しによる 片道○○㎞（○○円）×○○＋

迎車（１５０円）×○○」と、本件申請に係る○○円の算出根拠が示され

ている。 

     よって、本件申請に係る福祉有償運送において、付添いや介助の対価が生

じておらず、審査請求人が現実に他人の介護を受けたとは認められない以

上は、他人介護料を給付することはできない。 

     以上により、審査請求人の主張には理由がない。 

   ウ 上記第３の１⑶の主張について 

     審査請求人の主張は、処分庁が本件処分をするに当たり、課長通知第３の

問１２の問答を解釈適用し、審査請求人が自動車を利用しなければ日常生

活を円滑に営むことが困難であるかどうかについて十分に検討すべき職務

上の注意義務を尽くしておらず、本件処分は違法又は不当であるというも

のと解される。 

     しかし、課長通知第３の問１２は、通院、通所及び通学のために障害（児）

者又は公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者が自動車を保

有する基準を示したものであって、移送費の給付基準について示したもの

ではない。そもそも、上記第７の２⑴で述べたとおり、審査請求人が本件

訴訟の口頭弁論のために○○裁判所に出頭したことが、生活扶助、医療扶

助又は介護扶助のいずれの移送費についても給付できる場合に該当しない。 

     したがって、審査請求人の主張には理由がない。 

   エ 上記第３の１⑷の主張について 

     審査請求人は、過去に移送費の給付を受けたことがあるから、本件申請に
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係る福祉有償運送の費用も同様に給付されるべきであると主張するものと

解される。 

     しかし、生活保護における移送は一定の要件を満たす場合に給付されるも

のであるから、過去に移送の給付を受けたことがあるからといって、審査

請求人の移動が全て法による移送の対象となるとはいえないから、審査請

求人の主張には理由がない。 

   オ 上記第３の１⑸の主張について 

     審査請求人の主張を善解すれば、法第４条第２項で「保護の補足性」が、

局長通知第６で「他法他施策の活用」がそれぞれ規定されているから、通

院等の範囲に官公署が含まれるとする通院等介助通知が優先して適用され、

裁判所に行った際の費用についても移送費の給付が認められるべきである

と主張するものと解される。 

     しかし、法第４条第２項の「他の法律に定める扶助は、すべてこの法律に

よる保護に優先して行われるものとする。」との規定及び局長通知第６の

「次に掲げるものは、特にその活用を図ること。」との規定は、「社会保

険制度に基づく保険給付、恩給、その他最低生活の全部又は一部に充足し

得る諸制度による給付又は扶助については、最低生活保障の基底である生

活保護制度の発動以前にまずその活用を図らなければならないという趣旨」

（「生活保護手帳 別冊問答集 ２０２４年度版」１５９ページ、中央法

規出版株式会社、令和６年８月３０日発行）であって、生活保護の適用に

際して他の法律に基づく通知が優先して適用される趣旨ではない。 

     また、法は、生活に困窮する国民に対して「最低限度の生活を保障する」

ことが目的である（法第１条）。これに対して、障害者総合支援法は、障

害者及び障害児に対して「必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活

支援事業その他の支援を総合的に行」うことが目的である（障害者総合支

援法第１条）。よって、法に基づく生活保護と障害者総合支援法に基づく

給付とは、対象者の範囲や給付の内容が必ずしも一致するものではないか

ら、障害者総合支援法による「通院等介助」が官公署に公的手続のために

訪れる場合も対象にしているからといって、法による移送費も同様である

とはいえない。 

     したがって、審査請求人の主張には理由がない。 

   カ 上記第３の１⑹の主張について 

    (ｱ) 審査請求人は、平成○○年○○月○○日付けの保護の開始決定は憲法第
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１４条並びに法の趣旨及び目的に反し、重大かつ明白な違法があり、本件

処分はその違法を承継していると主張する。 

      しかしながら、「先行する行政行為があり、これを前提として後行の行

政処分がされた場合には、後行行為の取消訴訟において先行行為の違法を

理由とすることができるかどうかが問題となるが、一般に、先行行為が公

定力を有するものでないときはこれが許されるのに対し、先行行為が公定

力を有する行政処分であるときは、その公定力が排除されない限り、原則

として、先行行為の違法性は後行行為に承継されず、これが許されないと

解されている（例外的に違法性の承継が認められるのは、先行の行政処分

と後行の行政処分が連続した一連の手続を構成し一定の法律効果の発生を

目指しているような場合である。）。」（最高裁判所平成２０年９月１０

日大法廷判決（平成１７年（行ヒ）第３９７号）における近藤崇晴裁判官

の補足意見）とされている。また、「処分性が認められる行政行為は、い

わゆる公定力を有し、正当な権限を有する機関によって取り消されるまで

は適法であるとの推定を受け、たとえこれに違法性があったとしても、原

則として、取消訴訟などによって公定力が排除されない限り、その違法性

は後行の処分には承継されず、後行処分の取消事由として主張することは

できないと解されるが、例外として、先行の行政処分と後行の行政処分と

が連続した一連の手続を構成し一定の法律効果の発生を目指している場合

は、違法性の承継が認められると解される（前掲最高裁平成２０年９月１

０日大法廷判決における近藤裁判官補足意見参照）。」（東京地方裁判所

平成２０年１２月２５日判決（平成１７年（行ウ）第６２２号ほか））と

されている。 

      これを保護の開始決定と変更決定との関係についてみると、平成○○年

○○月○○日付けの保護の開始決定は、法を適用して審査請求人に対する

保護を実施することを具現化したものであり、行政処分として公定力を有

しているから、原則として、その違法性が後行の行政処分に承継されるこ

とはない。そして、法第２４条第３項の規定による保護の開始決定は生活

に困窮する者に対して法を適用して最低限度の生活の保障を始源的に開始

するという処分であり、同条第９項において準用する同条第３項の規定に

よる保護の変更決定は法による保護を受けている者に対して保護の種類、

程度及び方法を変更するという処分であると解される。そうすると、両者

は異なる性質を有する処分であるとともに、連続した一連の手続を構成し



 

- 21 - 

一定の法律効果の発生を目指しているということもできないから、先行行

為が行政処分である場合にその違法性が承継される例外にも当たらない。

よって、保護の変更申請を却下した本件処分の取消しを求める本件審査請

求において、本件処分に先行して行われた保護開始決定の違法性を審査請

求の理由とすることはできない。 

      また、法第７条には保護は要保護者等の申請に基づいて開始する旨が規

定されているところ、平成○○年○○月○○日付けの審査請求人からの保

護の開始申請に基づいて同月○○日付けの保護の開始決定がされているか

ら、当該保護の開始決定が重大かつ明白な瑕疵があり無効な処分であると

もいえない。よって、当該保護の開始決定が無効であることを前提として

本件処分が違法であるということはできない。 

      よって、審査請求人の主張には理由がない。 

    (ｲ) また、審査請求人は、令和○年○○月○○日に処分庁がした保護変更申

請却下決定処分の違法を前提として、本件処分はその違法を承継している

と主張する。 

      しかし、令和○年○○月○○日に処分庁がした保護変更申請却下決定処

分は公定力を有するから、上記第７の２⑵カ(ｱ)で述べたことと同様に、

同処分に違法性があったとしてもその違法性は後行の行政処分に承継され

ない。また、同処分と本件処分とは、それぞれ異なる申請に対する処分で

あり、連続した一連の手続を構成し一定の法律効果の発生を目指している

ということもできないから、先行行為が行政処分である場合にその違法性

が承継される例外にも当たらない。 

      よって、審査請求人の主張には理由がない。 

   キ 上記第３の１⑺の主張について 

     審査請求人は、本件処分に係る保護決定通知書に理由付記の不備があり、

本件処分は違法である旨主張する。 

     行政手続法第８条第１項本文が、行政庁が申請により求められた許認可等

を拒否する処分をする場合に同時にその理由を申請者に示さなければなら

ないとしているのは、拒否事由の有無についての行政庁の判断の慎重と合

理性を担保して恣意を抑制するとともに、拒否の理由を申請者に知らせて

不服申立てに便宜を与える趣旨に出たものと解される。そして、同条の規

定により「提示される理由の程度は、許認可等の性質、当該法令の趣旨、

目的に照らし決定すべきであるが、理由提示を義務付ける趣旨から、抽象
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的・一般的なものでは不十分で、申請者が拒否の理由を明確に認識し得る

ものであることが必要であると考えられる（最高裁昭和３８年５月３１日

２小判決・民集１７巻４号６１７頁参照）。」（「逐条解説行政手続法

〔改正行審法対応版〕」１４９ページ、一般財団法人行政管理研究センタ

ー編集、平成２８年）とされている。また、「生活保護手帳 別冊問答集 

２０２４年度版」（中央法規出版株式会社、令和６年８月３０日発行）の

問１０－１４（３９６ページ）には、「本法において、決定通知書に決定

理由を付記しなければならないこととされている（法第２４条第４項、第

２５条第２項及び第２６条）ことは、本法の目的が国民の最低限度の生活

の保障にあるところから、保護の決定が、どのような理由によって行われ

たものであるかを、申請者等に十分周知させることが望ましいとの趣旨に

よるものである。したがって、決定通知書に付記すべき理由は、そのよう

な趣旨を満足させるものでなければならない。これを保護の決定のそれぞ

れについて具体的に示すことは、困難であるが、個別のケースに応じて、

決定の理由を周知させるに必要かつ十分な内容であり、申請者等が容易に

理解できるような表現を用いることが望ましい。」と記載されている。 

     これを本件についてみると、本件処分に係る保護決定通知書の「決定した

理由」には、単に局長通知第７の２⑺等に該当しないというだけの一般的

又は抽象的な記載にとどまらず、判断の基礎とした事実関係（審査請求人

が原告となる裁判であること、及び○○裁判所からの呼出であること。）

も具体的に示されている。 

     なお、本件処分に係る保護決定通知書の「決定した理由」のうち、「口頭

言論」は「口頭弁論」の、「期日呼び出し上」は「期日呼び出し状」の、

「各既定」は「各規定」の誤記と認められるほか、令和○年○○月○○日

の口頭弁論に係る期日呼出しが呼出状（書面）によって行われたような記

載となっている。 

     しかしながら、「決定した理由」の記載全体からすれば、当該口頭弁論へ

の出頭について処分庁が審査請求人に対して指示又は指導をしたものでは

ないことを読み取ることができるほか、上記の誤記をもって本件処分の理

由が明確に認識し得ないほどの違法性又は不当性があるということもでき

ない。 

     したがって、審査請求人の主張は採用できない。 

   ク その他の主張について 
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     審査請求人はその他の事項についても多岐にわたり主張するが、その主張

するところは本件処分と関係あるものと解することができないものか、上

記の判断を左右するに足りないものであるから、いずれも審査請求人の主

張には理由がない。 

３ 結論 

以上のとおり、当審査会として、審理員が行った審理手続の適正性を含めた審

査庁の判断の妥当性を審査した結果、審理手続、事実認定並びに法令の解釈及び

適用（ただし、訴訟を追行し裁判を受けることが、憲法第２５条にいう健康で文

化的な最低限度の生活の内容をなすものということはできないとする部分を除

く。）のいずれについても適正に行われているものと判断する。 

よって、「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

 

 

（答申を行った部会の名称及び委員の氏名） 

岐阜県行政不服審査会 第１部会 

部会長 高橋勉、委員 山内沙絵子、委員 和田恵 


